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【地域活性化】

地域の歴史遺産や自然を活かした魅力ある地域づ
くり、伝統的な農村風景、街並みの保全等の取組み
を地域の人々が連携して行うことにより、地域アイデ
ンティティの成熟や地域コミュニティの再生・促進を図
る等、道の役割を発揮することで、地域活性化（地域
の魅力向上、雇用創出、文化生成等）に寄与する。

【観光振興】

道路と沿道が形成する観光資源の整備、観光地の
再開発、観光に寄与する情報発信、観光拠点へのア
クセス向上等により、個人旅行者、外国人などに代表
される観光ニーズの多様化に対応することで、都市と
農村との交流が図られる等、人々の交流が拡大する
ことにより観光振興に寄与する。

【美しい国土景観の形成】

無電柱化、看板の整序、景観に配慮した道路の整備等、美しくない景観を改善するとともに、地
域に根ざした景観、自然、歴史、文化や地域独自の様々な体験・交流等の地域資源を活かした質
の高い風景を形成する。

また、美しく、快適な歩行空間、緑陰や並木のある道路を整備するとともに、歴史ある橋梁や街
路などの保全、田園・山林風景の維持を行う。

日本風景街道：３つの要素の概要

※日本風景街道戦略会議 「提言」より

【国土文化の再興に向けて】
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日本風景街道３要素の近年の社会動向

■日本風景街道とは、道路ならびにその沿道や周辺地域を舞台とした多様な主体による
活動そのものや、その活動によって形成される地域の資源を活かした多様で質の高い
風景などを包含した概念である。

日本風景街道

◎日本版ＤＭＯ登録制度◎道の駅［モデル・重点・テーマ型道の駅］

◎官民協働
［道路協力団体、

エリアマネジメント］

地域活性化

◎ ｢日本で最も美しい村」連合◎無電柱化［無電柱化推進法］

◎サイクルツーリズム
［自転車活用推進法］

◎グリーンツーリズム

※新たな社会動向

◎世界農業遺産、日本農業遺産

◎地方創生［まち・ひと・しごと創生法］

◎訪日外国人増加 ◎広域観光周遊ルート

◎道路デザイン指針(案)改定

美しい国土景観の形成

●観光立国推進基本法

●観光ルネッサンス事業（教養文化施設・休憩施
設・体験施設の整備）

●外国人観光客の誘致（ビジット･ジャパン･キャン
ペーン、外客誘致法 等）

●良好な景観の形成
（景観法、屋外広告物法、景観に関する条例 等）
●都市における緑地の保全・緑化（都市緑地法 等）

●その他景観の保全・形成に関するもの（自然公園法、都市
計画法（地区計画）、森林法、農振法、世界遺産（自然）等）

●都市・地域の整備・振興・再生

（都市再生事業、都市計画事業、都市地方連携事
業、地方拠点法、地域再生法、山村振興法 等）

●中心市街地における活性化（中心市街地活性化
法、大店立地法 等）

観光振興

◎景観に配慮した道路附属物等ガイドライン策定

「気運の高まり」近年の日本風景街道の3要素を取り巻く状況： 「多方面の法制度充実」 や
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◎ジオパーク◎インフラツーリズム

◎道を活用した地域活動の円滑化

◎日本遺産



戦略会議提言以降の社会動向

【美しい国土景観の形成】

①無電柱化
無電柱化推進法（H28.12施行）により、道路上における設置抑制、及び既存の電柱又

は電線撤去を推進。

●無電柱化の目的 ●成田山新勝寺表参道の無電柱化事例（千葉県成田市）

●川越一番商店街の無電柱化事例（埼玉県川越市）
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整備前 整備後

整備前 整備後



戦略会議提言以降の社会動向

【美しい国土景観の形成】

②道路協力団体
道路法改正により、道路協力団体制度創設（H28.4）。道路管理者との連携により地区

の課題解消、にぎわいの創出を期待するもの。現在、直轄国道で30団体が登録、活動中。
30団体のうち、9団体が風景街道パートナーシップを構成する組織。

●想定される活動イメージ●活用スキーム
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例 ） 東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議（北海道）
日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会（宮崎県）



戦略会議提言以降の社会動向

【美しい国土景観の形成】

③「日本で最も美しい村」連合（NPO法人）
日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ 最も美しい村としての自立を目指す活動

（H17開始）で、当初7町村から活動を開始。現在54町村10地域が加盟（H29.12末現
在）。5年ごとに再審査を実施。

●認定の条件
Ⅰ人口が概ね１万人以下であること
Ⅱ地域資源が二つ以上あること

• 景観：生活の営みにより作られた景観（伝統的なまちなみ等）
• 文化：昔ながらの祭りや芸能、郷土文化など

Ⅲ連合が評価する地域資源を生かす活動があること
• 美しい景観に配慮したまちづくりを行っている
• 住民による工夫した地域活動を行っている
• 地域特有の工芸品や生活様式を頑なに守っている

●北海道上川郡美瑛町
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●連合の組織

●連合統一案内看板

・「資格委員会」にて新規加盟審査、
５年ごとの再審査を実施。

・各加盟町村地域は、北海道、東北、
関東中部等の各ブロックに所属。

・加盟町村地域が直面する課題に向
けての自主的テーマ別課題解決組
織(テーマ別活動部会)を設置。

※岩木山観光協会ＨＰより

※「日本で最も美しい村」連合ＨＰより※H29.12末現在



戦略会議提言以降の社会動向

【美しい国土景観の形成】

④道路デザイン指針（案）及び景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
道路デザイン指針（案）（H17.4策定）及び景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン

（H16.3策定）がH29.10に改定。
●道路デザイン指針（案）（H29.10改定）

・道路空間の再構築など時代に合わせた見直し ※写真は大手前通り（姫路市）

●景観に配慮した道路附属物等ガイドライン（H29.10策定）
・適用範囲を防護柵以外の道路附属物全般に拡大
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戦略会議提言以降の社会動向

【地域活性化】

① -１ 全国モデル道の駅・重点道の駅
優れた「道の駅」を関係機関と連携して重点支援する制度でH26.8創設。全国モデル

｢道の駅｣として6駅、重点｢道の駅｣としてH26に35駅、H27に38駅選定。
なお、道の駅はH29.11現在1134駅が登録。

<重点道の駅に想定される機能>

H26選定:6駅

H26選定:35駅、H27選定:38駅

H26選定:49駅

<全国モデル｢道の駅｣6駅>
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戦略会議提言以降の社会動向

【地域活性化】

①-２ 特定テーマ型モデル道の駅
道の駅の質的向上に向けた取組として、全国各地の「道の駅」の模範 となって質的向

上に寄与する“特定テーマ型モデル「道の駅」”をH28年度より募集。H28は｢住民サービ
ス｣をテーマに6駅選定、H29は｢地域交通拠点｣をテーマに7駅選定。

<H28テーマ概要>

<認定の流れ>
<H29テーマ概要>

※全国モデル・重点道の駅も概ね同様の流れで認定を実施 8



戦略会議提言以降の社会動向

【地域活性化】

②地方創生
各地域がそれぞれの特徴を活かし自律的で持続的な社会を創生できるよう、「まち・ひ

と・しごと創生法」（H26.11施行）に基づき、情報、人材、財政面でサポート。
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戦略会議提言以降の社会動向

【地域活性化】

③道を活用した地域活動の円滑化
道路占用許可の特例制度（都市再生特別措置法、国家戦略特別区域法、中心市街地

の活性化に関する法律）等による道を活用した地域活動を円滑に実施するための手法
をまとめた「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン-改定版- （H28.3）」
の策定。

●新宿モア（東京都新宿区） ●日本大通りオープンカフェ（神奈川県横浜市）

●久屋大通りオープンカフェ（愛知県名古屋市）
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戦略会議提言以降の社会動向

【地域活性化】

④エリアマネジメント
大都市の都心部、地方都市の商業地、郊外の住宅地など全国各地で取組が実践され、

2016年には「全国エリアマネジメントネットワーク」が発足。また、「まち・ひと・しごと創生基
本方針2017」（H29.6閣議決定）にも位置づけがなされている。

●「全国エリアマネジメントネットワーク」の概要 ●NPO法人大丸有ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会（東京都）

●札幌大通りまちづくり株式会社（北海道）

全国のエリアマネジメント組織による連携、協議の場を提供し、
エリアマネジメントに係る政策提案、情報共有及び普及啓発を行
い、行政との連携を通じてエリアマネジメントの発展を支えることを
目的に発足。

役
員

会長（1名）

副会長（3名）

幹事（4名）

監査役（2名）

部会長（1名）

事
務
局

NPO 法人大丸有ｴﾘｱﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ協会（リガーレ）

（一財）森記念財団 等

会
員
数

種別 団体数

正会員 83

ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ団体 36

法人 14

個人 33

一般賛助会員 14

オブザーバー 23

合計 120

（2017年7月31日現在）

【活動内容】
・ ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの深化に向けた政策・制度提案
・ ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ組織間の情報共有・連携促進
・ ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに対する理解・賛同を得るためのﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ 等

【組織】

【目的】

※「札幌大通りまちづくり株式会社」HPより

※「NPO法人大丸有エリアマネジメント協会」HPより
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戦略会議提言以降の社会動向

【観光振興】

①インバウンド（訪日外国人）
835万人/年（H19）から大きく増加し、2869万人/年（H29速報）となり、観光産業の経済

効果は極めて大きいものとなっている。
観光庁が「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」

（H26.3）を策定。
政府は訪日外国人観光客数の目標人数を平成32（2020）年に４千万人、42（2030）年

に６千万人とすることを掲げている。
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戦略会議提言以降の社会動向

【観光振興】

②広域観光周遊ルート
インバウンドの地方への誘客を図るため、地域が推進する取組をパッケージで支援し、

海外に発信。H27.6に7ルートの計画を認定し、現在は全国11ルート。
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【観光振興】

③日本遺産
有形・無形の様々な文化財群を地域が整備、活用し、国内外へ戦略的に発信（H27.4）。

H29.4現在54のストーリーが指定済み。

戦略会議提言以降の社会動向

●海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群
～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～

・所属自治体：福井県小浜市、若狭市
・ストーリー：（前略）近年「鯖街道」と呼ばれるこの街

道群沿いには、往時の賑わいを伝える
町並みとともに、豊かな自然や、受け継
がれてきた食や祭礼など様々な文化が
今も息づいている。

熊川宿（若狭町）：若狭街道最大の中継地となった宿場町

瓜割の滝（若狭町）：滝の周辺には森が広がり、岩に苔が群生
する幻想的な光景

※文化庁HPより

旧料亭蓬嶋楼（小浜市）：小浜市西組地区に残る明治時代の
建物

和久里壬生狂言（小浜市）：無言仮面の狂言は人の道を逆説
的にコミカルに伝える 14

・観光部局 ・地域振興部局
・ＮＰＯ ・文化財保存団体
・商工会議所 ・観光業者

文化庁

自治体（単独or複数※）

申請 認定
財政支援

連携

人的支援

※同一都道府県の場合
は都道府県が申請可

都道府県教育委員会
を経由して提出

公募
（1回/年）

●日本遺産の体系



【観光振興】

④日本版ＤＭＯ登録制度
地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の

視点で、多様な関係者と協働しながら、観光地域づくりを実現するための戦略策定、調
整機能を備えた法人。

登録法人に対し、関係省庁連携支援チームを通じ支援。H29.11現在41法人を登録。

戦略会議提言以降の社会動向

●登録ＤＭＯ（H29.11現在）
・広域連携DMO：５件

ex（公社）北海道観光振興機構
・地域連携ＤＭＯ：23件

ex（公社）とやま観光推進機構
・地域ＤＭＯ：13件

ex（公社）京都市観光協会

●ＤＭＯ登録手続きの流れ

●日本版ＤＭＯの役割
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【観光振興】

⑤インフラツーリズム
インフラに近づき、触れることのできる機会を提供。各地の取組をまとめたポータルサ

イトを国土交通省総合政策局が運営。（H28.11開設）

戦略会議提言以降の社会動向

●ポータルサイトイメージ
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【観光振興】

⑥ジオパーク
地球（ジオ）を学び丸ごと楽しむ場所として、日本ジオパーク委員会が認定した「日本ジ

オパーク」が43地域（H28.9現在）。このうち８地域がユネスコ世界ジオパークにも認定。

戦略会議提言以降の社会動向

●洞爺湖有珠山ジオパーク（北海道）

●伊豆半島ジオパーク（静岡県）

●ジオパークとは

17※ＮＰＯ法人 日本ジオパークネットワークＨＰより



【観光振興】

⑦世界農業遺産
世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を、国際連合食糧農業機関(FAO)

が認定する制度。世界45地域、日本9地域が認定（H29.12現在）。

戦略会議提言以降の社会動向

●国内の世界農業遺産認定地域 ●世界農業遺産の認定基準
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【観光振興】

⑧日本農業遺産
我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を農

林水産大臣が認定する制度。初の日本農業遺産として8地域が認定（H29.3）。

戦略会議提言以降の社会動向

●日本農業遺産認定地域 ●急峻な地形と日本有数の多雨が生み出す尾鷲
ヒノキ林業（三重県尾鷲市）

●にし阿波の傾斜地農耕システム（徳島県にし阿波地域）
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【観光振興】

⑨グリーンツーリズム
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。農林

水産省と観光庁で「推進連絡会議」を運営。

戦略会議提言以降の社会動向

●都市と農村の交流イメージ

●地域資源をつないだ多彩な
グリーンツーリズム感動体
験南信州（長野県飯田市）

●ＮＰＯ法人東村観光推進
協議会（沖縄県）
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【観光振興】

⑩サイクルツーリズム

国内や国外観光客にサイクリング人口が増加傾向、インバウンドの来訪目的
にも。自転車活用推進法（H29.5施行）。

戦略会議提言以降の社会動向

●シクロツーリズムしまなみ（愛媛県） ●千葉県サイクルツーリズム
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